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３ 相談・通報等の受理後の対応  

（１）市町村による対応の流れ 

 通報等を受けた市町村は、通報等内容の事実確認や高齢者の安全確認を行います。

相談・通報受理後の対応については、基本的には、養護者による虐待への対応と同様

です（第１章Ⅱ「養護者による高齢者虐待対応の流れ」参照）。 

利用者の生命・安全に関わる等の緊急性の高い事案については、迅速に対応します。 

高齢者虐待対応担当部署に寄せられた通報等の内容について、情報共有を行い、通

報等の内容から高齢者虐待に該当する可能性があると判断された場合は、以下の方法

から適切なものを検討のうえ、養介護施設等へ直接訪問して事実確認を行うことが基

本となります。 

ア．高齢者虐待防止法第 24 条を受け、老人福祉法第５条の４第２項に基づく事実

確認（任意調査） 

イ．介護保険法第 23条､第 24条に基づく運営指導（旧実地指導） 

ウ． 老人福祉法及び介護保険法の規定（下表参照）に基づく監査及び立入検査

（以下、「立入検査等」） 

 
任意調査及び運営指導は当該養介護施設等の任意の協力のもとに行われることが

前提となりますが、明らかに高齢者虐待が疑われる際や、当該養介護施設等の協力が

得られない、あるいは事実の隠蔽や虚偽報告等が疑われる際は、行政処分の可能性を

視野に入れ、立入検査等に切り替えて事実確認を行う必要があります。 

任意調査又は運営指導による事実確認を実施する場合は、事前に根拠規定及び目

的、日時及び場所、担当者、当該養介護施設等の出席者（役職名等で可）、準備すべき

書類等、当日の進め方（実施する運営指導の形態、スケジュールなど）を通知すること

が原則必要ですが、当日や直前に上記の内容を通知し、連絡から時間を空けずに事実

確認を実施します。ただし、あくまでも養介護施設等の任意の協力を前提に行われる行

政指導であることに留意が必要です。 
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立入検査等による事実確認を実施する場合は、証拠隠滅等を防ぐため、事前に連絡

する必要はなく、立入検査等の開始時に、根拠規定、日時及び場所、担当者、当該養介

護施設等の出席者（役職名等で可）、必要な書類等、虚偽の報告又は答弁、検査忌避

等による罰則規定等を記載のうえ、通知を行います。なお、証拠保全や通報者保護の観

点からも、立入検査等による事実確認を実施する理由は、伝える必要がありません。 

①事実の確認・調査内容及び調査方法 

養介護施設等への事実確認は一度で終了しない場合もあり、複数回実施する必要

があることを念頭におき予定を組む必要があります。 

通報内容から緊急性や深刻度が高い事態が想定される場合は、高齢者の安否確

認・安全確保を最優先で行うことが求められることから、高齢者との面接等によって心

身状態が確認できる職員（医療職等）の同行が望ましいです。また、あらかじめ他の施

設や医療機関において一時保護等が可能となるよう、受け入れ調整を行うことが必要

です。 

 

    ア．高齢者本人及び他の利用者への調査 

高齢者への面接調査では、まず高齢者の安全や心身の状態を、目視や健康管理記

録等で確認することを優先します。また、高齢者が怯えていたり、不安な状態にいたりし

ないかを観察して高齢者の精神状態を把握することも必要です。 

高齢者の希望や意向を汲み取れるよう十分配慮しながら質問します。 

高齢者への面接は、原則として養介護施設等の職員が立ち会わない状況で行い、

通報等の内容に関する事実確認を行います。コミュニケーションが困難な高齢者に対

しては、質問時の表情やしぐさ、居室内外の環境等を注意深く観察し、通報等の内容を

検討します。 

他の利用者に対しても虐待や権利利益の侵害等が行われている可能性も考えられ

ることから、また、通報内容の特定を避けるためにも、可能な範囲で他の利用者に対し

ても面接調査を行います。 

 

    イ．養介護施設従事者等への調査 

事実確認では、虐待の事実だけでなく虐待発生の背景となっている当該養介護施

設等の問題を明らかにするための確認も行います。 

可能であれば職員名簿及び勤務シフト表の提供を受け、管理者層（事業所長等）や

現場責任者（介護主任やフロア責任者等）、一般職員に分け、一人ずつ個別に面接し

ます。 

  

    ウ．各種記録・規程等の確認 

高齢者のサービス利用状況、介護記録・看護記録等とともに、利用者全員に関係す

る記録類、虐待を行った職員（疑いを含む）に関する記録類、事故報告書・ヒヤリハット
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記録、「高齢者虐待防止措置」及び「身体的拘束等の適正化のための措置」等の取り

組みについても確認します。 

勤務表に基づき、虐待が発生した疑いの期日に勤務していた職員は誰か、勤務体

制に問題がなかったのかを確認します。 

経済的虐待が疑われる場合には、金銭管理契約書や通帳、出納帳等も確認します。 

通報等の内容や適切とはいえない行為等に関連する記載があった場合は、その書

類をコピーするなどの方法で記録を残しておきます。 
  

    エ．施設・事業所内の点検 

高齢者の居室やフロア内、浴室やトイレ、廊下などを確認し、居室の配置や衛生面、

虐待につながるおそれのある構造上の問題はないか等をチェックし、養介護施設等全

体の様子を観察します。 

高齢者のアザ等に関する通報等の場合は、何によってできた可能性があるのか 

を推測しながら点検します。 

 

②各帳票の例 

次ページ以降には帳票の例として、公益社団法人日本社会福祉士会が作成した以

下の書式があります。 

     「情報共有・協議票」 

「事実確認準備票」 

「面接調査票」 

  （高齢者本人用） 

（管理者用、虐待を行った疑いのある職員用） 

※その他高齢者用、主任・リーダー用、一般職員用は本マニュアル不掲載 

「各種書類等確認票」 

「養介護施設・事業所の状況把握・点検票」 

※帳票のデータは日本社会福祉士会の webサイトからダウンロード可能です。 

https://www.jacsw.or.jp/csw/dataroom/kenri/gyakutai_taio/01.html 

※養介護施設従事者等による高齢者虐待対応帳票 Ver.Ⅰ－2 
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③調査を行う際の留意事項 

養介護施設等への訪問調査と同様に、関係者・関係機関等からの情報収集も行

います。高齢者が医療機関を受診していた場合は、当該医療機関の医師等から受診

時の状況や怪我等が発生した原因の可能性について聞き取りを行います。ただし、当

該養介護施設等の風評被害につながる可能性があることに十分に留意し、情報収

集を行うための理由の伝え方について配慮します。 

調査内容について高齢者やその家族等から開示を求められることもありますが、任

意調査で施設・事業者側の開示の同意が得られていない場合は、「個人情報の保護

に関する法律」（平成十五年法律第五十七号）第７８条第 1項第７号に定める「開示

することにより、（中略）当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあるもの」または同項第３号ロに定める「行政機関の要

請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたもの（後略）」として不開示ある

いは部分開示とすることも含め、対応を法務・情報公開担当と検討します。 

 

④調査報告の作成 

調査で確認された事項は、調査報告書に整理します。 

調査で確認できた事項、確認できなかった事項を明確にし、虐待対応ケース会議

に臨みます。 

次ページ以降、参考書式として日本社会福祉士会作成「調査結果報告書」を掲載

しています。 
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⑤虐待対応ケース会議の開催 

事実確認の結果に基づく虐待の有無の判断と緊急性の判断、深刻度の判断、課題

の整理、対応方針の決定は、事実確認に参加した養介護施設従事者等による高齢者

虐待担当部署職員（管理職含む）、老人福祉法及び介護保険法担当部署職員及び

その他関連するメンバーによる虐待対応ケース会議で行います。 

養介護施設等における虐待は、密室性が高いため、事実確認によって「いつ」、「ど

こで」、「誰が」、「誰から」、「何をされたのか」の全てを特定できるとは限りません。例

えば、「いつ」、「どこで」については、厳密に日時や場所を特定できない場合であって

も、ある一定の期間内や範囲で行われたことを特定することができれば、虐待有りと判

断できます。 

虐待が認められた場合はもちろん、虐待は認められなくとも、運営基準違反行為や

不適切なケア等が認められた場合には、養介護施設等に対し、改善指導を行う必要が

あります。 

高齢者虐待に該当するか否かについての判断をせずに、例えば「極めて不適切な

行為」として処理することは高齢者虐待防止法では想定されていません。 
  出典：厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長通知「「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に

関する法律」第 2条第 5項に基づく高齢者虐待の解釈について」平成 22年９月 30日付老推発第 0930第１号 

 

⑥老人福祉法及び介護保険法の規定による権限の行使 

事実確認の結果、虐待の事実が有ったと判断し、高齢者の生命又は身体に危険が

生じているおそれがある場合には、高齢者等の保護や医療機関への受診、入院等の

緊急対応の必要性について判断することが必要です。 

特に、当該養介護施設等において、高齢者の安全・安心な生活が確保できない場合

は、やむを得ない事由による措置等によって早急に高齢者を保護する、医療機関の入

院につなげる等の対応を行います。 

虐待が認められた場合はもちろん、虐待は認められなくとも、運営基準違反行為や

不適切なケア等が認められた場合には、養介護施設等に対し、改善指導を行う必要が

あります。 

養介護施設等に対し、訪問調査の結果を報告するに当たり、改善が必要と考えられ

る事項と指導内容を通知します。 

事実確認の結果や指導通知から期限を定め（提出期限は通知後１か月以内が望ま

しいと考えられます）、当該養介護施設等に対して、改善計画書の提出を求めます。 

指導を行う根拠規定について、介護保険法に基づく施設・事業所の指定権者が都

道府県の場合、都道府県は介護保険法、市町村は老人福祉法第５条の４第２項第２

号、有料老人ホームの場合は、都道府県は老人福祉法、市町村は老人福祉法第５条

の４第２項第２号に基づいて実施することとなります。 
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指導に従わない場合には、県への相談（後述）と併せ、老人福祉法及び介護保険法

に基づく勧告・命令、指定の取消し処分などの権限を適切に行使することにより、高齢

者の保護を図ります。 

当該施設等の利用を継続することが高齢者本人の保護を図るうえで問題がある場

合には、老人福祉法上のやむを得ない事由による措置の権限を行使する等により、施

設等を変更する等の対応が必要です。 

判断能力が不十分な高齢者について、措置解除後の対応や経済的保護等が必要

な場合には、成年後見制度利用のための市町村長申立などの権限を行使します。 

指導通知文書例（次ページ）に続け、老人福祉法・介護保険法による権限規定の一

覧を掲載しています。 

  



160 
 

【参考】指導通知文書の例 

 

  

参考例                        〇〇市町第〇〇〇号 

                           令和〇〇年〇月〇日 

○○法人 〇〇施設 

理事長  〇〇〇様 

                           〇〇市町村長 〇〇〇   

 

        施設における虐待と思われる事象に係る調査結果通知 

        及び改善計画の提出依頼について 

 

 〇〇施設において令和〇年〇月〇日から〇月〇日までの間に実施した介護保険法○

条（老人福祉法○条）に基づく事実確認の調査の結果については、下記のとおり通知

します。改善計画を令和〇年〇月〇日までに提出願います。 

 なお、改善計画をもとに、定期的な訪問や聞き取り等の調査を行う予定です。 

 

記 

１ 調査結果 

 〇〇施設において、○○月○○日夜中に発生した入所者に対する施設職員にお

ける行為は、虐待に該当すると判断しました。 

   以前から入所者に対して暴言や暴力と思えるような言動、及び適正な手続きを

経ていない身体的拘束等の実施があり、高齢者虐待（人格尊重義務違反）があっ

たことを確認しました。 

   また、本調査においては、痣などの身体的な状態について記録の記載、及び施

設内での連携や対応方針の明確化などがなされず対応方針が徹底できていない状

況が確認されました。加えて、高齢者虐待防止法第 21条第 1項に定める通報義

務に反する状況が確認されました。 

 

２  改善計画の提出 

   〇〇施設において、以下の点を重視して施設内部での調査検討を全職員が関与

する形で行うとともに、調査結果に基づき経営者・管理者の責任において改善計

画書（書式は任意）作成及び提出を求めます。なお、改善の取組においては具体

的な目標及び達成時期など必ず明記することを求めます。 

（１）虐待防止マニュアルの整備 

（２）職員全員に対する虐待防止マニュアル等の周知徹底 

（３）第三者委員会の設立及び施設内での虐待が発生した原因の究明と検討 

（４）職員の外部研修の実施と評価の充実 

（５）風通しのよい職場づくりの検討と具体的な対策 

（６）高齢者虐待防止措置の適切な実施と評価 

（７）身体的拘束等の適正化措置の適切な実施 

（８）適正な組織運営の確保と通報義務等の遵守 

以上 



161 
 

【別表】老人福祉法・介護保険法による権限規定 
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⑦改善計画の確認 

養介護施設等から提出された改善計画書は、以下のような点を踏まえて内容を検

討することが必要であり、改善計画に記された取組内容が不十分である場合や、具体

性や実現性がないなど、改善計画の内容が不十分と考えられる場合は、養介護施設

等に対して修正するよう指導を行います。 

 

改善計画のチェック事項（例）  

□市町村が指摘した事項が改善取組として網羅されているか 

□改善取組の目標や達成時期が明確になっているか（短期・中長期に達成すべきこと等） 

□改善取組の具体的方法が示されているか 

□改善取組のために適切な職員（役職者等）が割り振られているか 

□改善計画の作成には経営者層・管理者層や職員全員が関わっているか 

□改善計画は経営層の責任において作成されているか 

□改善取組を担保するための仕組みの実効性はあるか、等 

 

報告の対象は、市町村が行う事実確認により養介護施設従事者等による高齢者虐

待が確認された事例に限るのが基本です。 

改善計画においてはそれぞれの行動計画に期限を設け、進捗の確認ができる形で

提出を促します。 

改善計画の提出時には、指定権限担当所属職員の同席の下、計画書の確認を行う

ことにより、より実効性の高い改善計画となります。 

⑧評価会議・モニタリング 

養介護施設等の改善取組を継続させるために、例えば、定期的に苦情対応の第三

者委員や介護相談員などの訪問による高齢者の生活状況の確認、養介護施設等内

に設置した虐待防止委員会等での改善取組状況の点検等の結果をその都度市町村

に報告してもらうよう依頼し、改善取組に対するモニタリングを行います。 

改善計画書受理後、達成目標期日が経過した段階で、市町村は、当該養介護施設

等を訪問し、実施している高齢者虐待の再発防止に向けた改善取組の評価を行いま

す。 
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評価会議で確認すべき項目（例）  

□事実確認において確認された虐待・虐待が疑われる事象等が解消されているか  

□評価時点でその他の虐待・虐待が疑われる事象等が生じていないか  

□個々の改善目標が計画どおり達成されているか  

□改善が進んでいない項目について、新たな取り組みの必要性はないか  

□当初指摘した事項以外の点で、虐待に関連して改善を要する事項はないか  

□高齢者の生活を支援する環境として虐待を生ずるような不安要素はないか  

□虐待予防のための取り組みが継続して行われているか  

□虐待が生じた場合の対応策が講じられているか                     など 

 

改善取組が滞っていたり、改善意識が見られなかったりする場合は、都道府県と連

携して改善勧告や改善命令などの権限を行使し、養介護施設等の改善取組を促すこ

とが必要です。 

 

⑨終結 

虐待対応は、最終的に必ず終結の判断を行います。 

改善取組に関する各項目の目標が達成され、下記の２つの要件を確認した時点で、

虐待対応を終結します。  

 

養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の終結要件  

ア．虐待が解消し、高齢者が安心してサービスを利用出来るようになったと確認で

きること  

イ．虐待の要因となった課題について、養介護施設等が再発防止のための方策を

講じ、継続的に虐待防止の取り組みが実施できる体制の整備ができたことを確

認できること  
 

具体的には、以下に示す状況が確認された場合に、虐待対応の終結と判断します。  

・事実確認において確認された虐待・虐待が疑われる事象などが解消されている  

・評価時点でその他の虐待・虐待が疑われる事象などが生じていない  

・個々の改善目標が計画どおり達成された  

・改善が進んでいなかった項目についても目標が達成された（新たな取組を含む）  

・虐待予防・防止のための取り組みが継続して行われている  

・虐待が生じた場合の対応策が講じられている   
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（２）市町村から県への報告・相談 

高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する通報等を

受けた場合、政令指定都市及び中核市を除く市町村は虐待に関する事項を都道府県

に報告しなければなりません（第 22 条）。 

報告の対象は、市町村が行う事実確認により養介護施設従事者等による高齢者虐

待が確認された事例に限るのが基本です。 

①都道府県に報告すべき事項（厚生労働省令） 

上記報告の内容は厚生労働省令で以下のとおり定められています。 

報告様式（千葉県作成）は次ページに掲載しています。 

②市町村から県へ相談する例 

次に挙げるような状況がある場合、市町村担当者は必要に応じて県（健康福祉部高

齢者福祉課法人指導班）へ対応を相談してください。 

ア．入所者の安全に重大な影響が及んでいるおそれがある場合 

イ．市町村からの指導後も改善が見られない場合 

ウ．施設・事業者が事実確認に協力しない場合 

エ．その他、県に助言を求めたい場合 

悪質な事例については、早期に県へ報告・相談してください。 

 

（３）都道府県による事実の確認 

市町村のみでは高齢者虐待の事実確認が困難、又は市町村と都道府県が共同で調

査を行うべき、と判断される事案について、市町村からの報告や相談を受けた場合、県

は、報告等に係る養介護施設等に対して、事実確認のための調査を実施します。 

調査の際には、当該養介護施設等の所在する市町村に調査への同行を依頼したりす

るなど連携します。 

  

都道府県に報告すべき事項（厚生労働省令で規定） 

①虐待の事実が認められた養介護施設等の情報（名称、所在地、サービス種別） 

②虐待を受けた高齢者の状況（性別、年齢、要介護度その他の心身の状況） 

③確認できた虐待の状況（虐待の種別、内容、発生要因） 

④虐待を行った養介護施設等従事者の氏名、生年月日及び職種 

⑤市町村が行った対応 

⑥虐待を行った施設・事業所において改善措置が行われている場合にはその内容 
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４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況の公表 

高齢者虐待防止法においては、都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による

高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置

その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとします（第 25 条）。 

この公表制度を設けた趣旨は、各都道府県において、養介護施設従事者等による高齢

者虐待の状況を定期的かつ的確に把握し、各都道府県・市町村における高齢者虐待の

防止に向けた取り組みに反映していくことを着実に進めることを目的としています。 

※高齢者虐待を行った養介護施設等名を公表することによりこれらの施設等に対して

制裁を与えることを目的とするものではありません。 

ただし、高齢者虐待等により、介護保険事業所としての指定取消が行われた場合に

は、介護保険法に基づきその旨を公示します。 

公表の対象となる養介護施設等は、市町村又は都道府県が事実確認を行った結果、

実際に高齢者虐待が行われていたと認められた事例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①市町村による事実確認の結果、高齢者虐待が行われていたと認められるもの
として、都道府県に報告された事例 

②市町村及び都道府県が協働で事実確認を行った結果、高齢者虐待が行わ
れていたと認められた事例 

③市町村からの報告を受け、改めて都道府県で事実確認を行った結果、高齢
者虐待が行われていたと認められた事例 

都道府県が公表する項目 

＜高齢者虐待の状況＞ 

・被虐待者の状況（性別、年齢階級、心身の状態像等） 

・高齢者虐待の類型（身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、
性的虐待、経済的虐待） 

＜高齢者虐待に対して取った措置＞ 

＜その他の事項（厚生労働省令で規定）＞ 

・施設・事業所の種別類型 

・虐待を行った養介護施設従事者等の職種 
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